
足立区バドミントン協会規約 

 

第１章  総  則 

 （名称） 

第１条  本会は足立区バドミントン協会（以下「協会」という）と称する。 

 （事務所） 

第２条  協会の事務所を会長宅に置く。 

第３条  協会は、公益財団法人足立区体育協会の構成団体でありバドミントン部として所 

属する。 

第４条  協会は、東京都バドミントン協会に加入し、足立支部となる。 

 

第２章  目的及び事業 

 （目的） 

第５条  協会は、会員相互の親睦を図り、バドミントンの健全なる普及・育成に努力し、 

区民のレクリエーションに寄与することをもって目的とする。 

 （事業） 

第６条  協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １ 会員の技術向上並びに会員相互の親睦を図る事業 

２ バドミントンの指導者養成並びにその連絡等 

３ 競技会大会、講習会の開催及び援助 

４ 各種大会への参加指導と援助 

５ 足立区及び公益財団法人足立区体育協会が実施する事業への参加・協力 

６ その他、前条の目的達成に必要な事業 

 

第３章  会  員 

 （会員） 

第７条  協会の会員は、第５条の目的に賛同するバドミントンの愛好者であって、協会の 

団体・個人登録要綱に基づき協会に登録した者とする。 

 

第４章  資産及び会計 

 （資産） 

第８条  協会の資産は、次のとおりとし、これをもって所要経費を支弁する。 

     １ 団体及び個人登録費 

     ２ 大会等参加費 

     ３ 上部団体等からの補助金及び助成金 

     ４ 寄付金 

     ５ その他の収入 



 （資産管理） 

  第９条  資産は、会長が適正に管理する。 

 （事業計画及び収支予算） 

  第１０条 事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、総会の議決を得るものとす

る。 

 （事業報告及び収支決算） 

  第１１条 事業報告書及び収支決算書は会長が作成し、監事監査を経て総会の承認を得るも

のとする。 

     ２ 収支決算に余剰金があるときは翌年度に繰り越すものとする。 

 （会計年度） 

  第１２条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第５章  役員及び代議員 

 （役員） 

  第１３条 協会に、次の役員を置く。 

              会長  １名  副会長  ４名  会計  １名  監事 ２名 

              理事長  １名  副理事長  ４名  理事 ８名 

               その他必要な部署を設置し、各部に部員を置くことができる。また、会長の推 

薦により顧問及び相談役をおくことができる。 

 （役員の選任） 

第１４条 会長は、総会において推薦され、これを委嘱される。 

２ 副会長、会計、監事、顧問、相談役は、会長の推薦により総会において選任する。 

３ 理事長、副理事長、理事は、会長の推薦により総会において選任する。 

          ４ 各部の部員は、理事の推薦により会長が選任する。 

 （役員の職務） 

第１５条 会長は、協会の業務を総理し、協会を代表する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

   ３ 会計は、会長の任命により会計事務を司る。 

   ４ 監事は、協会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

   ５ 理事長は、会長の任命により会務を執行する。 

   ６ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 

   ７ 理事は、協会の業務を決定し、執行する。 

 （役員の任期） 

  第１６条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

     ２ 任期中の役員に欠員が生じた場合は、各々の選任方法により補充し、次の総会で 

承認を得ることとする。その際の任期は、前任者の残任期間とする。 

     ３ 役員は、任期満了後も後任者の就任までその職務を行う。 

  



（役員の解任） 

  第１７条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において代議員現在数の３分の２以

上の議決を経て、会長がこれを解任することができる。 

       １ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

       ２ 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為が認められるとき。 

     ２ 前項により役員を解任しようとするときは、総会において当該役員に弁明の機会

を与えることができる。 

 （代議員） 

  第１８条 協会に代議員を置く。 

     ２ 代議員とは、各登録団体を代表する者とし、１名を会長に届出る。 

     ３ 代議員は、総会の構成員とし、議決にあたる。 

 

第６章  会 議 

 （総会） 

  第１９条 総会は、協会の唯一の議決機関で代議員によって構成し、毎年１回、会長が招集

する。 

     ２ 会長は、必要と認めたときに臨時総会を招集することができる。また、代議員現

在数の３分の１以上から総会の招集を請求されたときは、臨時総会を招集しなけれ

ばならない。 

     ３ 会議の招集は、代議員に対し、議案を付して会議の７日前までに通知しなければ

ならない。 

     ４ 総会の議長は、会長又は出席した代議員の中から選任された者がその職につく。 

  第２０条 総会は、代議員現在数の３分の２以上の出席（委任状も出席とみなす）により成

立する。 

     ２ 役員は、総会に出席し、議案の説明、答弁、報告等を行うものとする。 

     ３ 総会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決

する。 

  第２１条 次に掲げる事項については、総会の議決を得なければならない。 

       １ 事業計画及び収支予算 

       ２ 事業報告及び収支決算 

       ３ 役員の選任及び解任 

       ４ 規約の改正 

       ５ この規約に定める事項の他、協会の業務に関する重要事項で役員会において

必要と認めるもの 

 （役員会） 

  第２２条 役員会は、第１３条に規定する役員を構成員とし、会長が必要と認めたとき招集

する。 

     ２ 役員会の議長は、会長又は、出席した役員の中から選任された者がその職につく。 



  第２３条 役員会は、第２１条の項目について検討し、総会の議決を得なければならない。 

     ２ 役員会は、協会の事業運営事項について、決定することができる。 

 （運営委員会） 

  第２４条 運営委員は、各登録団体から選出された者（複数可）及び役員会が推薦する会員

とし、会長が委嘱する。 

     ２ 運営委員会は、役員及び運営委員で構成し、各大会における事前準備および当日

の運営を行う。 

 

第７章  情報公開及び個人情報保護 

 （情報公開及び個人情報保護） 

第２５条 協会と区民及び会員相互の信頼関係を構築するため、協会が保有する情報は、そ

の開示を求める区民及び会員に原則として公開するものとする。ただし、個人生活

に関する情報で特定の個人が識別されるもの及び協会の事務事業に関する情報で

開示することにより、重大な社会的障害が発生するおそれがあるものは除く。 

     ２ 情報の公開又は開示にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされること

のないよう配慮しなければならない。 

     ３ 情報開示の手続き等は、会長が別に定める。 

 

  付 則  本規約に定めのない事項は、役員会で検討し、会長が別に定める。 

 

  付 則  本規約は、昭和５０年１０月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、昭和６３年１０月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成  ２年 １月２５日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成  ２年 ５月１３日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成  ５年 ４月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成１６年 ４月１８日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成１９年 ４月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成２３年 ４月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成２５年 ４月 １日より施行する。 

  付 則  本規約は、平成２７年 ５月２４日より施行する。 

  付 則  本規約は、令和３年６月１日より施行する。 

       （令和３年６月１５日承認） 

 


